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第１章 はじめに 
 

 厚生労働省は、平成１６年に今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処す

るための具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に明示する「水道ビジョン」を公表

しました。 

 平成２０年には、水道ビジョンを時点に見合った内容に改訂し、水道関係者は水道ビジ

ョンに沿って、水道の運営基盤の強化、安心・快適な給水の確保、災害対策等の充実、環

境・エネルギー対策の強化、国際協力等を通じた水道分野の国際貢献の観点から各施策の

推進に努力し、今日に至っています。平成２５年現在、水道をとりまく状況は、水道ビジ

ョンを公表した９年前や改訂した５年前とは大きく変化しました。 

その一つが、日本の総人口の減尐です。統計データによると、日本の総人口は平成２２

年頃、１億２８０６万人を最大値として、以後、減尐傾向に転じています。現在の年齢別

の人口構成や出生率の状況を踏まえると、今後の人口の減尐傾向は確定的であり、このこ

とは水道にとって給水人口や給水量も減尐し続けることを意味します。水道ビジョンの改

訂までの時代は、水道は拡張を前提に様々な施策を講じてきましたが、これからは、給水

人口や給水量の減尐を前提に、老朽化施設の更新需要に対応するために様々な施策を講じ

なければならないという、水道関係者が未だ経験したことのない時代が既に到来したとい

えます。 

もう一つの大きな変化は東日本大震災の経験です。平成２３年３月に発生した東北地方

太平洋沖地震等一連の地震は、東北地方から北海道、関東地方の水道に対し、広範囲に甚

大な被害を及ぼしました。１９都道県において、２６４事業者が被災し、２５７万戸が断

水した震災は未曾有の規模となりました。被災の状況についても、激しい地震動によるも

のの他、巨大な津波によるもの、大規模な液状化によるものなどがあり、今なお、一部の

地域においては完全な復旧には至っておりません。加えて、東京電力福島第一原子力発電

所の事故に由来する放射性物質の放出も東北地方、関東地方及び中部地方の水道に多大な

影響を及ぼしました。東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震は歴史的な周期

で発生する地震といわれますが、他方で、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震は、

近い将来での発生が過去にも増して現実味を帯びています。 

このような状況から、東日本大震災の経験を踏まえ、水道においても、これまでの震災

対策を抜本的に見直した危機管理の対策を講じることが喫緊に求められています。水道ビ

ジョンは中長期的な対応に向けての施策の進捗状況などを適宜公表しつつ、適切な時期に

見直しを行うこととしていましたが、先に述べたような水道をとりまく状況の大きな変化

を踏まえ、今般、水道ビジョンの再改訂ではなく、来るべき時代に求められる課題に挑戦

するため、新しいビジョン（新水道ビジョン）を公表することとしました。 

 新水道ビジョンでは、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれか

らも享受できるよう、今から５０年後、１００年後の将来を見据え、水道の理想像を明示

するとともに、その理想像を具現化するため、今後、当面の間に取り組むべき事項、方策

を、提示します。 

 ここで示す取り組むべき事項、方策は、水道事業者のみならず、国、都道府県、市町村
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等の行政機関、首長、議員、水道の設置者、水道の関連団体、民間企業、大学・研究機関、

水道を利用する住民等、幅広い関係者に関与します。これら幅広い関係者が今後の水道の

理想像を共有し、役割分担に応じた取り組みに挑戦していくことを目指します。 

 




